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放送を巡る諸課題に関する検討会 

｢公共放送の在り方に関する検討分科会｣ 開催要綱 

１ 背景・目的 
公共放送を取り巻く視聴環境が変化する中、今後、NHK において中期経営計画が策定されることを

踏まえ、三位一体改革の具体的なフォローアップや今後の公共放送の在り方を見据えた将来的な受信
料制度の在り方について、国民・視聴者からの十分な理解が得られるかといった観点を踏まえた検討
など、これからの公共放送の在り方についての検討が必要となっている。 
上記を踏まえ、本検討分科会は、「放送を巡る諸課題に関する検討会」（以下「親会」という。）の

下で開催される会合として、通信・放送融合時代における公共放送の在り方について総合的に検討
を行うことを目的とする。 

２ 名称 
本検討分科会は、「公共放送の在り方に関する検討分科会」と称する。 

３ 検討事項 
（１）三位一体改革のフォローアップ 
（２）受信料制度の在り方 
（３）その他 

４ 構成及び運営 

（１）本検討分科会の分科会長は、親会座長が指名する。本検討分科会の構成員を分科会長が指名

し、必要があると認められるときは、オブザーバーを分科会長が指名することができる。 

（２）分科会長は、必要があると認めるときは、分科会長代理を指名することができる。 

（３）分科会長代理は分科会長を補佐し、分科会長不在のときは分科会長に代わって本検討分科会

を招集する。 

（４）分科会長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（５）分科会長は、必要に応じ、ワーキンググループ等を開催することができる。 

（６）ワーキンググループ等の構成員及び運営に必要な事項については、分科会長が定めるところ

による。 

（７）その他、本検討分科会の運営に必要な事項は分科会長が定めるところによる。 

５ 議事の取扱い 
（１）本検討分科会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第

三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他分科会長が必要と
認める場合については、非公開とする。 

（２）本検討分科会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに掲載し、
公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益
を害するおそれがある場合その他分科会長が必要と認める場合については、非公開とする。 

（３）本検討分科会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームページに掲
載し、公開する。 

６ その他 
本検討分科会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が行い、必要に応じて関係課と連携して行う

ものとする。 
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別紙 

「公共放送の在り方に関する検討分科会」 構成員 一覧 

（敬称略、分科会長を除き五十音順） 

【構成員】 
たがや かずてる 

（分科会長） 多賀谷 一照 千葉大学名誉教授 

おおたに かずこ 

大谷 和子 株式会社日本総合研究所法務部長 

こづか そういちろう 

小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授 

ししど じょうじ 

宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

せきぐち ひろまさ 

関口 博正 神奈川大学経営学部教授 

ながた みき 

長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク 

にいみ いくふみ 

新美 育文 明治大学名誉教授 

にしだ りょうすけ 

西田 亮介 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

准教授 
はやし しゅうや 

林  秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授 

（計９名） 
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放送を巡る諸課題に関する検討会 

｢公共放送の在り方に関する検討分科会｣開催状況 

○第１回（令和２年４月 17日（金）14:00～）

(1) 開催要綱の確認等

(2) 事務局説明

・ＮＨＫの三位一体改革に関する論点(案)

・受信料体系の変遷・過去の検討経緯

(3) 意見交換

(4) その他

○第２回（令和２年５月 22日（金）10:00～）

(1) 関係者へのヒアリング

・日本放送協会

・日本放送協会経営委員会

・一般社団法人日本民間放送連盟

・一般社団法人日本新聞協会

(2) 質疑応答

(3) その他

○第３回（令和２年６月９日（火）15:30～）

(1) 事務局説明

・ＮＨＫにおいて取り組むべき事項（素案）

・受信料制度の在り方に関する論点（素案）

(2) 意見交換

(3) その他

○第４回（令和２年６月 26日（金）10:00～）

(1) 三位一体改革推進のためＮＨＫにおいて取組が期待される事項について

(2) 受信料制度の在り方に関する論点について

(3) 諸外国の公共放送の受信料制度の状況について

○第５回（令和２年７月 14日（火）16:00～）

通信・放送融合時代に向けた受信料制度の在り方に関する論点整理

○第６回（令和２年７月 30日（木）10:45～）

通信・放送融合時代に向けた受信料制度の在り方に関する論点整理（案）
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○第７回（令和２年８月 26日（水）13:00～）

(1) ＮＨＫによる中期経営計画（案）の説明

(2) 受信料制度に関する質問へのＮＨＫ回答

○第８回（令和２年９月 15日（火）13:30～）

関係団体からのヒアリング

・一般社団法人日本民間放送連盟

・一般社団法人日本新聞協会

・一般社団法人衛星放送協会

・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

○第９回（令和２年９月 30日（水）13:00～）

ＮＨＫからのヒアリング

○第１０回（令和２年 10月 16日（金）10:00～）

(1) ＮＨＫからのヒアリング

(2) 公共放送と受信料制度の在り方に関する論点整理（案）

○第１１回（令和２年 11月９日（月）10:00～）

(1) ヒアリング

・一般社団法人日本民間放送連盟

・一般社団法人日本新聞協会

・日本放送協会

(2) 公共放送と受信料制度の在り方に関する論点整理及び検討の方向性（案）

○第１２回（令和２年 11月 20日（金）15:40～）

公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ（案）

26



３．受信料を巡る概況に関する資料

参
考
資
料

３
．
受
信
料
を
巡
る
概
況
に
関
す
る
資
料

27



■ 受信契約の締結義務（放送法第６４条）

（受信契約及び受信料）

第６４条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。（略）

２ 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

３ 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

契約種別 月額 ６か月前払額 １２か月前払額

地上契約 １，２２５円 ７，０１５円 １３，６５０円

衛星契約 ２，１７０円 １２，４３０円 ２４，１８５円

＜受信料額＞
 平成18年12月1日から「家族割引」を導入
 平成20年10月1日から訪問集金を廃止

（口座振替等に統一）

 平成21年2月1日から、２契約目以降の受
信料を半額に割り引く「事業所割引」を導
入、「家族割引」の対象を拡大

 平成24年10月1日から地上、衛星契約と
もに120円を引下げ

 平成26年４月からの消費税引上げに伴
い、受信料額を変更

 令和元年10月１日からの消費税率引上げ
時に受信料額を据え置き

 令和２年10月1日から地上、衛星契約とも
に2.5％引下げ

□ 受信料の額は国会が予算を承認することによって定める（放送法第７０条第４項）

（収支予算、事業計画及び資金計画）
第７０条第４項 第６４条第１項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第１項の収支予算を承認することによつて、定める。

○ 臨時放送関係法制調査会答申（昭和３９年９月）

“国家機関ではない独特の法人として設けられたＮＨＫに徴収権が認められたところの、その維持運営のための「受信料」という名の特殊な負担金と解すべき”

○ 内閣法制局長官答弁（昭和５５年３月１７日 参・予算委）

“公共的放送をＮＨＫの業務として行わせるための一種の国民的な負担として受信料をとらえているわけであります”

受信料の法制上の位置付け

（注）口座・クレジット払の受信料額を記載。また、衛星契約は、地上＋衛星の受信料額。

受信料制度の概要

現行の受信料制度の課題

第７回資料７－２ １．現行の受信料制度の課題

⑧ 今後の衛星付加受信料の在り方については、現時点においてどのような方向で検討しているの
か。

衛星付加受信料も含めた受信料制度の在り方については、保有するメディア全体（地上波・衛
星波・インターネット）の状況を踏まえて検討すべき課題であると考えている。有識者の専門的
な知見などを得ながら、引き続き研究を進めて、ＮＨＫとしての考え方を整理してまいりたい。

ＮＨＫヒアリング回答

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
28



現行の受信料制度の課題

第８回資料８－２－１ 「ＮＨＫ経営計画（2021－2023年度）（案）に対する意見」 抜粋

○ さまざまな動画配信サービスが普及する環境下において、衛星契約を含めた現行の受信料水準は、特に収入
の少ない若年層にとっては過重な負担ではないかということです。

一般社団法人日本民間放送連盟からの意見

一般社団法人衛星放送協会からの意見

第８回資料８－４ 一般社団法人衛星放送協会 説明資料 抜粋

○ 受信料の検討は、必要と考えるが国民の負担の増加につながらないことが前提と考える。

第８回資料８－３ 「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）に対する意見」 抜粋

○ 日本の受信料制度は受信機の設置にひもづいて契約義務が生じるが、支払い義務が明文化されていない影響
もあり、受信料を支払わずに視聴する「フリーライダー」の存在や、集合住宅などで契約の意図がないのに
衛星放送を受信してしまう「受動受信」などの問題点が指摘されている。

○ こうした状況を踏まえつつ、受信料改革＝受信料水準の見直しは、短期と中期に分けて進める必要があると
考える。短期的な改革は不公平感の是正、例えば総括原価方式にもかかわらず地上契約とほぼ同額を徴収して
いる衛星契約の見直しである。前述した業務範囲の抜本見直しと併せれば、受信料水準がより低廉になる可能
性がある。

一般社団法人日本新聞協会からの意見

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

三位一体改革推進のためNHKにおいて取組が期待される事項（令和２年６月）抜粋

第２章 受信料

（１） 受信料の水準と在り方

イ．課題

受信料の水準は、一層の合理化・効率化に取り組んだ上で必要となる事業規模に見合う形で、適正
に算定することが必要であると考えられる。

特に衛星付加受信料の在り方については、ＮＨＫが令和２年度中に策定予定の衛星波を現在の４波
から３波に整理・削減する案を踏まえつつ、見直しを検討することが必要であると考えられる。その
際には、いわゆる「受動受信」問題の影響を考慮することも必要であると考えられる。

また、人口減や若者のテレビ離れや有料の動画配信サービスの成長を含む視聴環境及び視聴形態の
変化などを見据えた事業構造の見直しに対応した受信料の体系及び水準の見直しを具体化することに
ついて、検討することも必要であると考えられる。

ウ．ＮＨＫにおいて取組が期待される事項

中期経営計画においては、第１章１（２）で述べた必要な事業規模に加え、繰越金の使用見通しを
明らかとした上で、受信料の水準及び体系を明らかとすることが期待される。

また、令和２年度中に策定される衛星波の整理・削減に向けた案を踏まえ、削減時期及び方法並び
に事業支出の見通しを明らかとしつつ、今後の衛星付加受信料の在り方について、検討することが
期待される。

さらには、世帯数の減少やテレビ保有率の低下といった環境変化による将来的な受信料収入への
影響について見通しを明らかとし、中長期的な事業構造と受信料の水準及び体系を含む在り方を、
経営委員会も含めて前広に具体的な検討をすることが期待される。

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
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2,496 2,433 2,371 2,334 2,306 2,275 2,229 2,188 2,144 2,109 2,085 2,055 2,033 2,020 1,998 1,987 1,988 

1,194 1,229 1,247 1,284 1,334 1,387 1,456 1,543 1,622 1,706 1,788 1,871 1,949 2,018 2,095 2,162 2,224 

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

地上 衛星

77%

72%

69% 69% 70% 70% 70% 71% 71%
73% 74%

76% 77%
79% 80%

82% 83%

4,093

3,690 3,662 3,618 3,618 3,640 3,662 3,685 3,731 3,766 3,815 3,873 3,926 3,982 4,038 4,149 4,212

⽀払率

受信契約数 （単位︓万件）

第２回（令和２年５月22日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋
受信料の支払率と受信契約数の推移

（R2.5.2２ 第２回公共放送の在り方に関する検討分科会資料2-3-1 NHK提出資料より作成）

817 804 819 816 780 759 769 788 785 
729 724 723 734 732 762 773 759 

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

12.6% 12.5%

13.6% 13.3%

12.4%
11.9% 11.9% 11.9% 11.7% 11.4% 11.4%

11.1% 11.0% 10.8% 10.9% 10.8% 10.6%

（注）決算値・2012年度以降税抜営業経費率

（単位︓億円）

営業経費

法⼈委託の拡⼤開始

最⾼裁⼤法廷判決職員不祥事による
収⼊減

第２回（令和２年５月22日）会合ＮＨＫ説明資料
営業経費の推移

（R2.5.2２ 第２回公共放送の在り方に関する検討分科会資料2-3-1 NHK提出資料より作成）
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第２回（令和２年５月22日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋
訪問活動における困難性

（第２回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料2-3-1再掲）

※2018年度決算

請求・収納、管理に係る費⽤
３４８億円 （４５％）

通常の請求・収納や事務情報処理、システム運⽤
等に係る受信契約の管理のために必要な経費
（受信契約数の増加よる変動あり）

未契約者・未収者対応等に係る費⽤
４２５億円 （５５％）

未契約・未収者対応や契約者の異動把握等に係る
公平負担の徹底、制度維持のために必要な経費
（契約・収納活動に連動）

地域スタッフや法⼈委託など
訪問要員への⼿数料 ３４４億円

⽂書・電話等による契約勧奨
等に係る経費 ８１億円

公平負担の徹底を図りつつ、
この費⽤をいかに圧縮できるかが課題

固定的費⽤ 変動的費⽤

第２回（令和２年５月22日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋
契約・収納活動経費（営業経費）の内訳

（第２回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料2-3-1再掲）
31



衛星放送に係る経費負担の考え方

※受信料額は税込

945円 1,225円

（第４回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲）

衛星放送に係る予算の推移

衛星付加受信料収入 1308.7 1931.9 1954.0

収支差額 35.5 3.7 △123.2

平成20年度 平成30年度 令和２年度

衛星放送の実施に要する経費 1273.2 1894.5 2077.2

国内放送費 851.7 1231.4 1333.3

国内放送番組等配信費 ｰ ｰ 0.7

契約収納費 148.0 222.7 233.7

受信対策費 2.6 1.7 1.7

広報費 2.3 1.2 1.5

調査研究費 ｰ 0.8 0.7

給与 94.1 200.6 222.9

退職手当・厚生費 37.1 85.7 99.7

共通管理費 0.5 4.5 6.5

減価償却費 116.8 145.9 176.6

（第４回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲）

（単位 億円）
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衛星放送に係る経費の費用配賦基準

（単位 億円）

（第４回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲）

サービス
Ｎ Ｈ Ｋ
衛 星
受信料

Netflix
Ｎ Ｈ Ｋ
地 上
受信料

H u l u Paravi F O D
プレミアム

TELASA
Amazon
プライム
ビ デ オ

YouTube ABEMA

月額

（税込）
2,170円 1,320円 1,225円 1,026円 1,017円 97 6円 61 8円 50 0円

広告付
無 料

広告付
無 料年額

（注）
24,185円 15,840円 13,650円 12,312円 12,204円 11,712円 7,416円 6,000円

備考 地上契約
含 む 、
口座・ク
レジット
払 の 受
信 料 額
を記載。

上記はス
タンダード
プラン（HD
画質、同
時2アクセ
ス）
ベーシック
プランは
月額880円
（SD画質、
同時1アク
セス）、
プレミアム
プランは
月額1,980
円（4K画
質、同時4
アクセス）。

口座・ク
レジット
払の受信
料額を記
載。

定額の雑
誌、漫画
サービス
を含む。

速達配達、
定額の音
楽 書 籍
サービス
を含む。

YouTube
プ レ ミア
ム（月額
1 , 1 8 0円
～ ） プ ラ
ン あ り 。

A B E M A
プ レ ミア
ム（月額
960円）プ
ランあり。

ＮＨＫ受信料と主な動画配信サービスの水準

（注）年額は月額（税込）に12を乗じた金額。一括払いなどによる割引は考慮していない。 （第２回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料2-4より月額等更新）
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受信料制度の今後の課題

第７回資料７－２ ２．通信・放送融合時代に向けた受信料制度の今後の課題

② テレビ保有世帯の減少や若者のテレビ接触率の低下など、いわゆる「テレビ離れ」が
今後更に進展することが予想される中、「ＮＨＫプラス」や「ＮＨＫオンデマンド」等の
インターネットを通じた情報提供等により、ＮＨＫにおいてもテレビや公共放送の視聴を
しない層にも伝達する努力が必要と考えられる。ＮＨＫとして、テレビを現在視聴してい
ないあるいはＮＨＫプラス等を利用していない層が、インターネット上で様々な動画配信
サービスがある中で、ＮＨＫによるインターネット配信に関心を持つようにするために、
インターネット業務の内容をどのようなものとすることが考えられるかについての展望が
あれば、現在の制度的条件にとらわれず、提示していただきたい。

放送と通信の融合が進む中において、テレビを持たない方に対して、公共性の高い情報
やコンテンツを届けていくことは、ＮＨＫが信頼される「情報の社会的基盤」という役割
を果たしていく上で、重要な課題だと考えている。メディア環境の変化により、視聴者の
コンテンツの視聴方法は多様化しており、時間や場所を選ばずに、最適な形態でサービス
を提供するため、ＴＶｅｒも含め、インターネット上のさまざまなプラットフォームを
介して、ＮＨＫのコンテンツに触れていただける機会を増やしていきたいと考えている。
５Ｇの普及などによる受信環境の高度化や視聴者のニーズをみながら、インターネット

活用業務を視聴者のみなさまに関心を持っていただけるよう、より魅力的なサービスとし
て充実させていく必要があると考えている。

ＮＨＫヒアリング回答

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

受信料制度の今後の課題

第７回資料７－２ ２．通信・放送融合時代に向けた受信料制度の今後の課題

⑦ 受信規約においては、受信機を設置した者を契約者として、世帯（「住居および生計を

ともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者」）単位ごとに

契約を行うものとされているところ、家族の在り方や居住形態は多様化している中で、

世帯を徴収単位とすることについて、現在及び将来の課題があると考えているか。

世帯を単位として受信契約のお手続きをいただくことについて、現在の営業活動におい

て大きく課題となるようなことはないと考えているが、例えば、シェアハウスなど同一

住居に別生計の方とお住まいの方から受信契約のお手続きをいただく場合には、受信機の

設置状況等についてより丁寧に確認、説明するよう努めている。他方、家族のあり方や

居住形態、視聴環境等がこれまで以上に早いスピードで多様化していることも承知して

おり、社会的納得性の高い契約単位のあり方について、実効性のある営業活動が持続的に

担保できるかという観点も踏まえ、引き続き検討すべき課題であると認識している。

ＮＨＫヒアリング回答

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
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第１章 業務

（３）インターネット活用業務

③ 受信機を持たない視聴希望者等への対応

イ．課題

受信設備を有しておらず、受信契約を締結する対象とならない者や事業所等について、
同時配信や見逃し番組配信の視聴ニーズを踏まえつつ、受信料制度の趣旨や提供に要する
費用も勘案した上で、今後の提供の在り方を検討することが必要であると考えられる。

ウ．ＮＨＫにおいて取組が期待される事項

受信機を持たない者等、現在、「ＮＨＫプラス」の提供対象となっていない者への同時
配信・見逃し番組配信サービス提供については、「ＮＨＫプラス」や「ＮＨＫオンデマン
ド」の普及状況や評価に加え、提供対象となっていない者のニーズについても評価し、
十分なニーズが認められると判断される場合には、受信料制度の趣旨や提供に要する費用
も勘案した上で、検討することが期待される。

三位一体改革推進のためNHKにおいて取組が期待される事項（令和２年６月）抜粋

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

中期経営計画（案）（抜粋）

○収支の見通しについて

（中略）

事業収入は、計画期間の初年度となる2021年度は、2020年度に実施した受信料値下げが通期
で影響することに加え、新型コロナウイルス感染症に関する受信料の免除、訪問活動の制限
や経済情勢悪化に伴う契約件数の減少等の影響により、2020年度予算比で300億円前後の大幅
な減収を想定しています。現時点では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今後の
社会・経済状況を見通すことが難しいため、2022年度と2023年度については、2021年度の
水準を維持することを想定しています。

事業支出は、上記の考え方のもと、2022年度までに、2020年度予算比で400億円を超える支出
の削減を行って、6,000億円台の規模に抑えます。一方で、「ＮＨＫらしい」多様で質の高い
コンテンツの制作に充てる経費など、５つのキーフレームに基づく重点投資先にはきちんと
投資し、メリハリをつけて対応します。また、新放送センター情報棟の整備や地域の放送会
館の建て替えなどは、建設積立資産を充てるとともに、財政安定のための繰越金を充当する
ことにより対応します。

受信料水準は、以上の事業収入と事業支出の考え方に基づき、現行の料額を維持することと
します。より質の高い「ＮＨＫらしい」コンテンツをお届けし、「受信料の価値の最大化」
を図ります。

「計画期間中の収支と受信料の考え方」
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テレビ保有率の低下
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91.2%

94.3%

93.2%

カラーテレビの保有率の推移

94.4%

98.8%

○ テレビ世帯保有率は、2009年から2020年の10年間で98.6％から93.8％へ減少。

○ 若年層を中心に、テレビ保有率は低下傾向。世帯主が29歳以下の場合は84.7％である。

総世帯

世帯主が29歳以下

2014年以降
薄型テレビが
調査対象に

（R2.5.2２ 第２回公共放送の在り方に関する検討分科会資料2-3-1 NHK提出資料より作成）

テレビ非接触率の世代別内訳について
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10代 20代 30代 40代 50代 60代

テレビ（リアルタイム）非接触率

32.5%

25.9%

20.8%

11.5%

8.4%

36.9%

（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲、
総務省情報通信政策研究所「平成30年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成）

※非接触率とは、調査日において、テレビのリアルタイム視聴を行っていない人の割合（録画視聴は除く）。
※2018年の世代別内訳のデータを基に作成。
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テレビ非接触率の経年変化
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テレビ（リアルタイム）非接触率

15.5%
14.5%

14.1%

17.4%

19.2%
20.7%

12.5%

※非接触率とは、調査日において、テレビのリアルタイム視聴を行っていない人の割合（録画視聴は除く）。

（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲、
総務省情報通信政策研究所「平成30年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」を基に作成）

●放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）

（業務）

第二十条

１０ 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、
同項の認可をするものとする。

一 第十五条の目的の達成に資するものであること。

二 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められ
ていること。

三 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に
関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信することのできる受信
設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信につ
いての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでな
いこと。

四 第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。

五 第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでな
いこと。

六 第二項第二号の業務にあつては、利用者（同号に規定する一般の利用について、協会
と契約を締結する者をいう。）の利益を不当に害するものでないこと。

放送法（関連規定）

（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-2再掲）
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４．受信料の適正負担に関する資料

参
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制
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に
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料
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（１）繰越剰余金の受信料への還元
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第10回（令和２年10月16日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋（受信料還元に関する科目の設定）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-1再掲）

ＮＨＫの事業支出に対する繰越剰余金の割合推移

（単位：億円）

（単位：％）

（ＮＨＫ決算資料等に基づき総務省作成）

（年度）

※ＮＨＫ単体の放送番組等有料配信
業務勘定及び受託業務等勘定を除いた
一般勘定においてＮＨＫが「財政安定
のための繰越金」としている額を指す。
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2012年〜
建設積⽴⾦再開
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1,627

17.9%

1,280

797
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「総務省の基本的考え方」に関するＮＨＫの検討結果（受信料の在り方の見直しの考え方）

○ 受信料の値下げを確実かつ適切に実施し（負担軽減策とあわせて422億円規模、2018年

度の受信料収入の６％相当を還元）、支出の見直しを図ることにより、財政安定のための

繰越金を適正な水準（欧州連合では公共放送の財源として支出の10％程度とするガイドラ

インを定めているが、日本の場合はこれに地震等の災害リスクが高いことを追加要素とし

て勘案し設定することが必要）に管理していく。

○ 世帯数の減少局面を迎える中、公平負担の徹底を図る一方で、事業規模の適正水準での

管理を進め、中長期の事業計画や収支見通しをふまえながら、適正な受信料の在り方を

引き続き検討する。

※１『「NHKインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」に関する
日本放送協会の検討結果について』

https://www.nhk.or.jp/net-info/data/document/standards/191209-01-kentoukekka.pdf
※２ 着色及び下線の各箇所は、第２回公共放送の在り方に関する検討分科会ＮＨＫ提出資料による。

「総務省の基本的考え方」に関する日本放送協会の検討結果について（2019.12.8）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

ドイツにおける公共放送の剰余金の規制

○ ドイツにおける公共放送負担金の金額は、４年ごとに、公共放送機関が申請した負担金
額を、ＫＥＦ（放送機関の財政需要の審査及び確認のための委員会）が審査し、各州政府に
答申される。各州政府が答申に合意しない場合には、明確な理由を示す必要がある。

○ 放送財源州間協定において、公共放送の剰余金が負担金収入の１０％を超える場合は
積み立て、次期の負担金算定の際の財源に充てることが規定されている。

総収⼊*2

剰余⾦が年間負担⾦収⼊
の10%を超過する場合
→ 積⽴⾦（次の拠出期間

の 負 担 ⾦ 査 定 に お け る
財源として扱われる）

公共サービスの
正味費⽤*1

*1 公共サービスを提供するのに必要なコスト(公共サービスに関係しないコストは含まない）
*2 営利サービスやその他の収⼊も含めた総収⼊(公共サービス以外の収⼊も含む）

【放送財源州間協定における規定(要点)】
総収⼊が、その使命を果たすために発⽣した

⽀出の総額を超える場合、超過額を有利⼦
で運⽤（第１条(４)）
年間負担⾦収⼊の10％を超える場合には、

積⽴⾦とする（同）
拠出期間終了時の剰余⾦は、次の拠出

期間の財源に充当される（第３条(２)）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
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ドイツ ＫＥＦの設立及び制度化①

■ 1975年、公共放送の受信料額の値上げ申請を審査し、改定額の答申を出すために、
放送機関の財政需要の審査及び確認のための委員会（ＫＥＦ）が設立された。

■ ＫＥＦは各州から１名ずつ指名された委員計16名によって構成され、「放送州間協定」
に基づき、公共放送の資金需要を調査し、必要な受信料/負担金の水準について算定する
ことを目的とする機関。

■ ＫＥＦには、必要な受信料/負担金の算定に当たり、①公共放送事業者の機関・組織と
しての存続を保障すること、②各公共放送事業者の将来の発展を可能とするだけの財源を
保障することを義務として課せられている。

■ 設立当初、ＫＥＦの決定には法的拘束力がなかったことから、各州の首相が受信料額を
ＫＥＦの答申よりも低い水準にする等、政治利用されることが常態化されていた。これを
受け、1994年には、連邦憲法裁判所が、従来の受信料額決定手続について、公共放送の
財源決定権を恣意的に濫用し、憲法に基づく公共放送の使命の達成を脅かす危険性を
はらんでいるとして、違憲であると判断。（第１次受信料判決）

経緯

（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-3再掲）

ドイツ ＫＥＦの設立及び制度化②

■ 1994年の第１次受信料判決を受け、1996年には「放送財源州間協定」が締結され、
受信料額の決定プロセスについて、以下のとおり制度化された。
①公共放送機関は、４年間の期間を設定し、各期間の財源需要額をＫＥＦに申請する。
②ＫＥＦは、公共放送から申請のあった財源需要額を基に、

・サービス計画が法律上の業務範囲を逸脱していないか
・資金計画が経済的運用と経費削減の原則にかなっているか
・合理化の余地がないか
等の観点から審査し、４年間の財源額を確定する。

③財源額に基づき、受信料の値上げの必要性、値上げ額及び時期について答申を行う。
④各州政府は、ＫＥＦの答申に基づき合意するか、合意しない場合には、その理由を
明確化する。

⑤各州政府は、値上げ額について、批准又は否決する。

■ ＫＥＦの答申には原則合意することとなっているところ、2005年から2008年までの
受信料額について、各州政府が受信料額の値上げ幅を、ＫＥＦ答申より抑えたことに
ついて、2007年、連邦憲法裁判所は、州首相はＫＥＦ答申額を引き下げる必要性について
客観的な証明ができておらず、また、メディア政策的意図を受信料額決定に持ち込んだ
疑いがあるとして、違憲であると判断。（第２次受信料判決）

経緯

（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-3再掲）
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ドイツ 公共放送負担金額の決定方法

■ 放送機関の財政需要の審査及び確認のための委員会（ＫＥＦ）が、各公共放送事業者
から財政需要についての申請を受け、４年毎に出す報告書の中で、各公共放送事業者の
財源需要を算定（需要査定）及び負担金料額の算定を行う。

需
要
査
定

・各公共放送事業者が作成する４年ごとの４ヵ年の経営計画及び財政需要額の申告
を元に、支出内容を以下の４つに分ける。これらは、過去の実績値があり算定式
も用意している。

①プログラム支出（番組調達費）
②番組放送費用（ＢＳやＣＡＴＶなど）
③人件費（年金を含む）
④物件費（建物の暖房費等）

・新規の大型投資や新たなサービスを始める時には、新たな算定式を適用する。
・放送事業者の経営努力による生産性向上も勘案し、最終的な財政需要を導き出
す。

・財政需要決定後も、算定された値と現実の値との差を２年ごとに比較し、需要額
を補正する。

・番組内容など個別のサービス内容の是非ではなく、番組調達費全体のコストが
適正に推移しているかを査定する。

受
信
料
額
の

算
定

・各公共放送機関の負担金の支払い者数や、広告収入やその他収入（番組販売、
資本収入等）等の収入規模を勘案し４年間の推移を予測する。（公共放送の適切
な広告収入額等について判断することなく、収入の予測算定のみを行う）

・収入予測を踏まえて負担金料額算定を行う。
（第4回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料4-3再掲）
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（２）中間持株会社制の導入
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第10回会合（令和２年10月16日）ＮＨＫ説明資料抜粋（中間持株会社の設置①）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-1再掲）

第10回（令和２年10月16日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋（中間持株会社の設置②）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-1再掲）
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●放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）（抄）

（外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法）

第二十一条 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に
遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務
を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社（協会がその総株主の議決権の過半
数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定める
ものをいう。以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。）として保有しなければ
ならない。

一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。

二 協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又
は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による
外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。

２・３ （略）

（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資）

第二十二条 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条
第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、
収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、国立研究開発法人宇宙航空研究
開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放
送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行
う者に出資することができる。

放送法（関連規定）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

（出資の対象）

●放送法施行令（昭和二十五年政令第百六十三号）（抄）

第二条 法第二十二条に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。

一 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に
必要な施設を建設し、若しくは管理する事業

二 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業

三 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備を協会の法第十五条に規定する国内基幹放送
の業務の用に供する事業

四 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を
行う事業

五 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業
務を行う事業

六 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業

七 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業

八 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以
外の者と交換する事業

九 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者（協会及び学園を
除く。）又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協
会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業

十 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを
有線送信する事業（次号及び第十二号に掲げるものを除く。）

放送法（関連規定）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
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十一 法第二十条第二項第二号に規定する放送番組等（次号において「放送番組等」とい
う。）を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業（放送に該当するものを除く。）

十二 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提
供する事業

十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業

十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業

イ 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（以下この号において「機構」という。）
が行う株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法（平成二十七年法律第三十五号。以
下この号において「機構法」という。）第二十三条第一項第八号に掲げる業務であつて、
機構の委託により、協会が対象事業（機構法第二条第二項に規定する対象事業をいう。以
下この号において同じ。）を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行う
もの

ロ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、協会の委託により、
対象事業を行い、又は行おうとする事業者（外国放送事業者に該当するものに限る。）に
対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについ
てのあつせんを行うもの

ハ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、機構の委託により、
協会が対象事業を行い、又は行おうとする事業者（外国放送事業者に該当するものに限
る。）の放送に従事する者の養成を行うもの

放送法（関連規定）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

子会社の数と最近の出資認可の状況

・（株）ＮＨＫエンタープライズ
・（株）ＮＨＫエデュケーショナル
・（株）ＮＨＫグローバルメディアサービス
・（株）日本国際放送
・（株）ＮＨＫプロモーション
・（株）ＮＨＫアート
・（株）ＮＨＫテクノロジーズ
・（株）ＮＨＫ出版
・（株）ＮＨＫビジネスクリエイト
・（株）ＮＨＫ文化センター
・ＮＨＫ営業サービス（株）

子会社11社（R2.４.１現在）

（直近５年）

・平成28年７月 （株）ＪＩＣＴ（海外通信・放送・郵便事業支援機構）に増資（政令14号）

・令和２年１月 ＪＯＣＤＮ（株）に出資（政令10号）

最近の出資認可の状況

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
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５．受信料の公平負担に関する資料
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（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-1再掲）

第10回（令和2年10月16）会合ＮＨＫ説明資料抜粋
（「受信設備の設置届出義務」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」の導入①）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-1再掲）

第10回（令和2年10月16日）会合ＮＨＫ説明資料抜粋
（「受信設備の設置届出義務」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」の導入②）
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○日本放送協会放送受信規約

（放送受信契約者の義務違反）
第12条 放送受信契約者が次の各号の１に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
その２倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

○電話サービス契約約款（平成11年東企営第99－1号）（NTT東日本）

（割増金）
第79条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れ
た場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡)
の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相当額を加
算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当する額）を割増金
として支払っていただきます。

○電気需給約款［低圧］（東京電力エナジーパートナー株式会社）

25 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部
又は一部の支払いを免れた場合には、当社はその免れた額の３倍を違約金として申し受け
ます。

(2) (1)の免れた金額は、この受給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額
と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、６月以内で当社が決定した期間とします。

不法に支払を免れた場合の割増金の例

○ 法令において第三者に照会・報告を求める制度については、主体別に

①行政機関（大臣、市町村長、税務署長、少年院の長等）

②司法関係機関（警察・検察（捜査関係事項照会）、裁判所、弁護士会等）

③特別の機関（預金保険機構、社会保険診療報酬支払基金等）

等がある。

法律に基づく照会・報告制度の例①

①行政機関が主体の照会・報告制度の例

○関税法（昭和二十九年法律第六十一号）
（質問、検査又は領置等）

第百十九条 （略）
２ 税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の
報告を求めることができる。

②司法関係機関が主体の照会・報告制度の例

○刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）
第百九十七条 （略）
２ 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがで
きる。

第二百七十九条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務
所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認める
ときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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○弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）

（報告の請求）
第二十三条の二 （略）
２ 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事
項の報告を求めることができる。

③特別の機関が主体の照会制度の例

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）
（報告等）

第百六十三条 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者（四十歳以上六十
五歳未満のものに限る。）の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求める
ほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その
他の物件の提出を求めることができる。

※支払基金・・・社会保険診療報酬支払基金

○預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）
（報告の徴求）

第百条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、
承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

※機構・・・預金保険機構

法律に基づく照会・報告制度の例②

各国における受信料等の支払対象者の把握方法

イギリス ドイツ フランス 韓国 日本

受
信
機
設
置
等

の
申
告

△

免許なく受信機設置
又は使用は禁止
（通信法363 条1 項
及び365 条1 項）

○

住居等の占有は
30日以内に申告

○

税金申告期限に受信機
未設置者が申告

（租税一般法典1605条）

○
受信機設置
30日以内に

申告
(放送法64条)

△

受信設備を設置

した者は契約
（放送法64条１項）

未
申
告
へ
の

担
保
措
置

○
1000ポンド以下の

罰金

罰金未納の場合、
訴追により刑務所収監

○
1000ユーロ以下の過料
（１か月以上未届け）

○
150ユーロの罰金

○

受信料１年分
相当の追徴金
（KBSが徴収し、

国税滞納処分
が可能）

×

そ
の
他
の
情
報
の
収
集

・郵便局の住所情報、
その他商用データ
ベース情報を利用

・令状を受け、警察官
立会いの下、不動産
等への立入等が可能

・違反行為を捕捉する
ための探知行為も
可能

・住民登録情報（死亡・転居
等情報含む）を利用

・住民登録局、商業登記簿、
営業登記簿、土地登記局
等の公共機関の情報、
アドレス販売業者等の
非公共機関の情報の利用
が可能
（放送負担金州間協定11条
４項）

・住居税支払者情報等を
利用

・受信機の販売者等には、
購入日・購入者情報の
税務当局への30日以内
の送付義務

・ケーブル・衛星等有料
放 送 事 業 者 に は 、
税務当局の求めに応じ、
加入者情報の提出義務

・電気料金支
払者情報を
利用

・訪問員が個別に
巡回訪問し、居住
や 受 信 設 備 の
設置状況を確認

・衛星放送の場合
に は 設 置 確 認
メッセージ表示

・ 住 民 票 除 票 の
請求や不動産登
記情報の活用

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2を修正）
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受信設備の設置通知義務の担保措置と契約との関係

現⾏制度

テ
レ
ビ
受
信
機
を
設
置
し
た
者
は
︑

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

NHK要望

受
信
設
備
を
設
置
し
た
者
は
︑

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︻
設
置
通
知
義
務
︼

契約締結義務にとどまる限り、
契約を締結していない者が通知しない場合、
NHKはペナルティを課すことができない

通知しないことにより
不法に⽀払を免れた者に割増⾦を課すことで、
NHKはペナルティを課すことができる

契約しなければ
NHKは設置者に

⽀払が請求できない

通知しない場合に
ペナルティの⽀払を

請求することも不可能

NHK要望

受
信
設
備
を
設
置
し
た
者
は
︑

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︻
設
置
通
知
義
務
︼

設
置
通
知
義
務
に

担
保
な
し

NHKは設置者に
⽀払を請求できる

通知しない場合にも
ペナルティの⽀払を

請求できる

設
置
通
知
義
務
に

担
保
あ
り

不払対策の
強化規定

受
信
設
備
を
設
置
し
た
者
は
︑

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
受
信
料
を
⽀
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

＋

未
通
知
等
に
よ
り
不
法
に
⽀
払
を

免
れ
た
者
に
対
す
る
割
増
⾦
制
度
の
法
制
化

受信契約の締結義務/受信料の支払義務について

〇 我が国の放送法では、「日本放送協会がここに何らかの法律的な根拠がなければ、その聴取料
（現受信料）の徴収を継続していくこということが、おそらく不可能になるだろうということは予想
される」のであり、「強制的に国民と日本放送協会の間に、聴取契約（現受信契約）を結ばなければ
ならないという条項が必要であること」から、受信契約の締結義務を採用している。

（昭和25年２月衆議院電気通信委員会における電波庁長官答弁）

〇 放送法の検討過程においては、「当初、受信機を設置する場合には、逓信省への届け出が必要で
あり、それとともに受信料の支払い義務が発生するという案が示された」ものの、「ＧＨＱの方針の
もと、受信機設置の国への届け出の義務がなくなり、受信契約についても、受信機設置によって
即契約が成立するものから、日本放送協会と受信者の間の契約義務が発生するものへと変化」すると
ともに、「受信料確保のための強制措置という要素を極力減らし、あくまでも受信者と日本放送協会
との「契約」を重視するという方向に内容が変化」している。

（村上聖一「放送法・受信料関連規定の成立過程～占領期の資料分析から～」（放送研究と調査、平成26年５月））

放送法制定時の検討経緯

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）
52



(受信料制度の改革)
公共放送の維持のためには、不祥事の続発の結果生じた大規模な受信料不払いの問題

を解決することが必要不可欠である。また、大量の受信契約の未契約等のまま視聴する
事例が余りに多い現状を看過することはできない。

そのためには、上述の様々なガバナンス強化やチャンネルの削減、組織のスリム化等
の措置によりＮＨＫの公共性を絞り込んだ上で、過大な水準にある受信料徴収コストを
出来る限り削減するとともに、現行の受信料を大幅に引き下げ、ＮＨＫの再生に対する
国民の理解を得ることが必要である。それを前提に受信料支払いの義務化を実施すべきで
ある。その後更に必要があれば、罰則化も検討すべきである。

平成18年の受信料制度に関する検討

「通信・放送の在り方に関する懇談会」報告書（平成18年６月６日）概要

(ＮＨＫ関連)
・ＮＨＫ内部の改革を進めた上で、受信料引き下げのあり方、受信料支払いの義務及び
外部情報の活用についての検討を早急に行い、必要な措置を取る。その後、更に必要が
あれば、罰則化も検討する。

「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」(平成18年6月20日)

(菅総務大臣閣議後会見(平成19年３月23日)抜粋)
・ＮＨＫが、受信料引き下げも視野に入れた経営計画を本年の９月に提出するという状況
下においては、受信料支払義務化だけ先行することは、到底、国民の理解を得られない。

受信料支払義務化の見送り

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-2再掲）

１．受信料制度の趣旨

放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民
主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。放送法が、「放送が国民
に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び自律
を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明ら
かにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って、
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として（１条）制定され
たのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。

上記の目的を実現するため、放送法は、前記のとおり、旧法下において社団法人日本放送協会のみが
行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発揮するととも
に、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるよ
うに図るべく、二本立て体制を採ることとしたものである。そして、同法は、二本立て体制の一方を担
う公共放送事業者として原告を設立することとし、その目的、業務、運営体制等を前記のように定め、
原告を、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共
の福祉のための放送を行わせることとしたものである。

放送法が、前記のとおり、原告につき、営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広
告の放送をすることを禁止し（20条４項、83条１項）、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われ
る受信料によって賄うこととしているのは、原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付
けるものである。すなわち、上記の財源についての仕組みは、特定の個人、団体又は国家機関等から財
政面での支配や影響が原告に及ぶことのないようにし、現実に原告の放送を受信するか否かを問わず、
受信設備を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求
めることによって、原告が上記の者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものにほかな
らない。

平成29年最高裁大法廷判決（受信契約締結承諾等請求事件）抜粋①
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２．受信料制度の憲法上の立法裁量
（中略）具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては、憲法上一義的に定まるもの
ではなく、憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を、国会
において検討して定めることとなり、そこには、その意味での立法裁量が認められてしかるべきであ
るといえる。

そして、公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において、前者を担うものとして
原告を存立させ、これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめる
ためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは、
前記のとおり、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、
その目的にかなう合理的なものであると解されるのであり、かつ、放送をめぐる環境の変化が生じつ
つあるとしても、なおその合理性が 今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、
これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは、明らかというべきである。

３．契約締結義務の憲法上の許容性
受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは、前記のとおり、原告が、基本的には、

受信設備設置者の理解を得て、その負担により支えられて存立することが期待される事業体であるこ
とに沿うものであり、現に、放送法施行後長期間にわたり、原告が、任意に締結された受信契約に
基づいて受信料を収受することによって存立し、同法の目的の達成のための業務を遂行してきたこと
からも、相当な方法であるといえる。

４．受信契約の理解を得る努力
しかし、放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するた

めには、基本的には、原告が、受信設備設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を
説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する
受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。

平成29年最高裁大法廷判決（受信契約締結承諾等請求事件）抜粋②

５．放送受信規約の明確性・適正性
しかし、受信契約の最も重要な要素である受信料額については、国会が原告の毎事業年度の収支予

算を承認することによって定めるものとされ（放送法70条４項）、また、受信契約の条項はあらかじ
め総務大臣（同法制定当時においては電波監理委員会）の認可を受けなければならないものとされ
（同法64条３項。同法制定当時においては32条３項）、総務大臣は、その認可について電波監理審議
会に諮問しなければならないものとされているのであって（同法177条１項２号）、同法は、このよう
にして定まる受信契約の内容が、同法に定められた原告の目的にかなうものであることを予定してい
ることは明らかである。同法には、受信契約の条項についての総務大臣の認可の基準を定めた規定が
ないとはいえ、前記のとおり、放送法施行規則23条が、受信契約の条項には、少なくとも、受信契約
の締結方法、受信契約の単位、受信料の徴収方法等の事項を定めるものと規定しており、原告の策定
した放送受信規約に、これらの事項に関する条項が明確に定められ、その内容が前記の受信契約の締
結強制の趣旨に照らして適正なものであり、受信設備設置者間の公平が図られていることが求められ
る仕組みとなっている。また、上記以外の事項に関する条項は、適正・公平な受信料徴収のために必
要なものに限られると解される。

平成29年最高裁大法廷判決（受信契約締結承諾等請求事件）抜粋③
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憲法第84条に関する判決の要旨と受信料制度との関係

○ 平成18年の最高裁判決(旭川市国民健康保険条例事件(最大判平成18年３月１日))に
おいては、租税以外の公課についても、憲法第84条の課税要件及び賦課徴収の手続が明確に
定められるべきとの趣旨が及びうるとした。

○ 判決においては、その賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなど
規律の在り方については、①公課の性質、②賦課徴収の目的、③その強制の度合い等を総合
的に判断すべきものとした。

平成18年の最高裁判決の要旨

○ 受信料については、受信設備を設置するかは国民各自の自由に委ねられ、国、地方公共
団体ではなく、ＮＨＫが徴収し、滞納処分の例による強制徴収が認められていない点に
おいて、租税とは大きく異なる。

○ また、受信料額が国会の承認により定めることとされ、その他の詳細を定める契約の
条項について総務大臣の認可を受けることとされている点については、憲法第84条との関係
についてではないものの、平成29年の最高裁判決（最大判平成29年12月６日）において、
受信契約に受信料の徴収方法等に関する条項が明確に定められ、その内容が締結強制の趣旨
に照らして適正なものであり、受信設備設置者間の公平が図られていることが求められる
仕組みとなっているとされている。

憲法第84条と受信料制度との関係

２ 国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、
特別の給付に対する反対給付ではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、
その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する「租税」に当たるというべきである。
（中略）市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得る
ことに対する反対給付として徴収されるものである。
（中略）また、国民健康保険料が強制加入とされ、強制徴収されるのは、保険給付を受ける被保険者を
なるべく保険事故を生ずべき者の全部とし、保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互にお
いて分担すべきであるとする社会保険としての国民健康保険の目的及び性質に由来するというべきもの
である。

したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである（略）。

３ （略）国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は
法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規
定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち
外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合
い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであ
るが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、
賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべ
きかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合
考慮して判断すべきものである。

市町村が徴収する国民健康保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類する性質を有する
ため、憲法84条の租税法律主義の趣旨が及ぶと解すべきであるが、国民健康保険料は使途が限定されて
おり、各自治体の条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、社会保険としての国民
健康保険の目的や賦課徴収の強制の度合い等を総合考慮して判断する必要がある。（以下略）

平成18年最高裁大法廷判決（旭川市国民健康保険条例事件）判決抜粋
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６．ＮＨＫと民間放送事業者との連携に関する資料
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第８回会合（令和２年９月15日）一般社団法人日本民間放送連盟説明資料抜粋
（放送文化の向上と放送全体の発展に向けて）

（第８回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料８-２－1再掲）

●放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）（抄）

（業務）

第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一・二 （略）

三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。

四・五 （略）

２～５ （略）

６ 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を
有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達
に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものである
ときは、これを尊重するものとし、同項の業務による成果は、できる限り一般の利用に
供しなければならない。

７～１３ （略）

１４ 協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方
向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の
放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう
努めなければならない。

１５～１９ （略）

放送法（関連規定）

（第10回公共放送の在り方に関する検討分科会 資料10-２再掲）
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７．インターネット活用業務の位置付けと受信料の在り方に関する資料

参
考
資
料

７
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イ
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ー
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ッ
ト
活
用
業
務
の
位
置
付
け
と

受
信
料
の
在
り
方
に
関
す
る
資
料
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国（公共放送） 英国（BBC） 仏国(ＦＴＶ) 独国(ARD、ZDF) フィンランド（Yle） 韓国(ＫＢＳ) 日本(ＮＨＫ)

配信プラットフォーム BBC iPlayer france.tv
ARD Mediathek
ZDF Mediathek

Yle Areena my K ＮＨＫプラス

開始時期 2007年開始
２０１２年見逃し番組配信、
２０１７年同時配信、開始

2007年ZDF Mediathek
2008年ARD Mediathek開始

2007年見逃し番組配信
2013年同時配信開始

2011年開始 2020年開始

同
時
配
信

実施状況
（制度上の位置付け）

○
（本来業務）

○
（ＴＶサービスに該当）

○
（基本任務）

○
（任意業務）

○
（法令に規定なし）

○
（任意業務）

料金 無料 無料 無料 無料 無料 無料

見
逃
し
番
組
配
信

実施状況
（制度上の位置付け）

○
（本来業務）

○
（オンデマンド視聴覚

メディアに該当）

○
（基本任務）

○
（任意業務）

○
（法令に規定なし）

○
（任意業務）

配信期間
放送後概ね30日間

以内
放送後最低7日間 放送後7日間以内

ノンフィクション番組
90日以内

フィクション番組
1年以内

放送後２週間以内 放送後1週間程度

料金 無料 無料 無料 無料
無料（一般画質）
有料（高画質）

無料

そ
の
他
Ｖ
Ｏ
Ｄ

実施状況
（制度上の位置付け）

×
※2015 年 サ ー ビ ス
開始 、需要の伸び
悩みから2017年終了

○
（オンデマンド視聴覚

メディアに該当）

○
（基本任務）

○
（任意業務）

○
（法令に規定なし）

○
（任意業務）

※ＮＨＫオンデマンド

料金 － 有料 無料

無料
※過去番組の配信は、
Yle Elävä arkistoで

実施

無料(低画質)
有料(高画質)

有料

予算規模
（全体に占める割合）

201８年度
２５２億円（４.5９％）

不明

ARD 20１７年
1０７１億円（１２.２８％）

ZDF 2017年
299億円（１０.１７％）

不明 不明
2020年度

170.3億円（2.4％）

（総務省調べ）

諸外国の公共放送のインターネット同時配信等の状況

ドイツにおけるインターネットの動画視聴状況

（%）

〔出典〕 ARD/ZDF 「Onlinestudie」 2015
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動画ポータル(YouTube等)

放送局のオンデマンド配信

放送局のサイマル配信

その他の映像配信（iTunes等)

○ ドイツにおけるインターネットを通じた動画視聴状況の推移は以下のとおり。
○ 放送局のサイマル配信は、2015年には30％が利用。
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日本におけるインターネット動画視聴状況

（総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利⽤時間と情報⾏動に関する調査」から作成）
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

オンデマンド型の動画共有サービス

ライブ配信型の動画共有サービス

オンデマンド型の放送番組配信サービス

オンデマンド型の動画配信サービス

→ニコニコ生放送、ツイキャスなど

→ TVerなど （NHK、民放キー局が提供するもの）

→GYAO!、アクトビラ、Hulu、Netflix、ひかりTVなど

（%）

○ 日本におけるインターネットを通じた動画視聴状況の推移は以下のとおり。
○ オンデマンド型の放送番組配信サービスは、2018年には12％が利用。

→YouTube、ニコニコ動画など

ＮＨＫプラスのＩＤ登録完了者数の推移

22.7

66.0 

83.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

３月末 ６月末 ９月末

ＩＤ登録完了者数

○ 令和２年４月から本格的にサービス開始したＮＨＫプラスのＩＤ登録完了者数については、
３月末の約22.7万件から９月末には約60.3万件増加し約83.0万件となっている。

（万件）

６月末：43.3万件増加↑

９月末：17万件増加↑
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８．ヒアリング資料

参
考
資
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（１）日本放送協会
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公共放送の在り方に関する検討分科会（第10回） ご説明資料

2020年10月16日

日本放送協会

1

・３か年の次期経営計画は、「三位一体改革」に向けて、

構造改革に踏み込む。

・構造改革に踏み込む次期経営計画とともに、制度改正等を通じた

施策をパッケージで実行することにより、「三位一体の改革」に

スピードアップして取り組みたい

・そのために、必要な制度改正をお願いしたい

▽中間持株会社の設置

▽「受信設備の設置届出義務」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」の導入

▽受信料還元に関する科目の設置

要旨
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ＮＨＫ経営計画（2021-2023年度） （案）の概要

「ＮＨＫらしさ」を実現するための⼈事制度改⾰

あまねく伝える安全・安⼼ 社会への貢献新時代への
チャレンジ

５つの重点投資⽅針

技術⾰新の
加速

視聴・利⽤環境の
変化

媒体を越える
ＮＨＫへの期待

受信料収⼊
減収局⾯へ

• 新たな動画サービスの登場
• 新たな「公共メディア」としての
可能性

• 旧来の「テレビ」とは異な
るコンテンツ消費

• 様々な動画・情報提供
者の存在

• 新型コロナによる、ＮＨＫの
基本的役割の再認識

• 新型コロナによる
社会・経済状況の激変
（ニューノーマルの到来）

• ⼈⼝・世帯数
の減少

• 固定的経費への斬り込み
• 間接業務のスリム化
• 営業経費の構造改⾰

コスト質
• 「ジャンル管理」の推進
• “作り⽅改⾰”の推進
〜「量から質」へ

構造改革

減収局⾯でもコンテンツ投資を充実させ、視聴者・国⺠の求める多様性・質の⾼さを実現
“新しい「ＮＨＫらしさの追求」”

職員⼀⼈ひとりの創造性を最⼤限に⽣かせるスリムで強靭な組織

減収局⾯でもコンテンツ投資を充実させ、視聴者・国⺠の求める多様性・質の⾼さを実現

職員⼀⼈ひとりの創造性を最⼤限に⽣かせるスリムで強靭な組織

構造改革の断行と加速化に向けた課題

 「三位一体改革」の実現に向けた構造改革を断行するが、スピーディーに実行するには課題も存在

【二大構造改革の断行】

① ＮＨＫ本体とグループの一体改革

▽「ジャンル管理」の徹底、人事制度改革、新センター（情報棟）設備整備コストの大幅削減

▽グループの合理化の加速、再編の柔軟化の実現

⇒【課題】現行でも合理化等は可能だが、改革を加速するには、グリップを効かせて業務の中身

に踏み込む必要

② 訪問によらない営業活動の実現

▽受信料の公平負担の必要性

・NHKが信頼されるのは、独立した判断に基づく報道や番組制作を行っていることによる

・公平負担によって支えられているからこそ、NHKの公平・公正さを維持でき、“知る権利“に

奉仕できる

▽公平負担の徹底に向けた課題

・公平負担の徹底を図るため、未契約の方や住所変更したもののご連絡のない方を把握する必要

⇒【課題】未契約者等につき、誰が受信契約の対象か、受信機を設置しているかが把握できない

そのため、訪問巡回活動に多大なコストが必要

また、粘り強く対応することによるクレームやトラブルが発生
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環境変化を見据えた将来への対応と受信料の還元

多様な動画配信サービスの登場による視聴・利用環境の変化など、環境変化を見据えた将来への対応

多様で質の高い「ＮＨＫらしい」充実したコンテンツを、より最適な媒体を通じて、合理的なコストで
提供し続ける

▽衛星波と音声波の整理・削減

▽衛星付加受信料も含めた受信料制度の在り方についても研究

受信料の還元について

今月（１０月）から、地上契約と衛星契約の受信料額を2.5％値下げ

▽年間で１９３億円還元

改革が着実に進み、値下げできる環境が整えば、還元を行う

⇒【課題】経営効率化の成果を、確実に視聴者・国民に還元する仕組みの明確化

グループの合理化の加速、再編の柔軟化の実現に向けて

グループの合理化の加速、再編の柔軟化の実現に向け、中間持株会社を設置したい

課題

現在は、受信料による出資先の株主としてのコントロールの色彩が強いが、重複排除・再編等は、
グリップをきかせて業務の中身に踏み込む必要がある

対策

これを、非営利の特殊法人であるＮＨＫの側のみで行うのは困難であるため、子会社の側に一元
管理できる「中間持株会社」を置きたい

効果

業務の重複排除、迅速な再配置、子会社役員数の削減や子会社人事権の集約など

現行でも合理化等は可能だが、持株会社設置で改革をスピードアップしたい

検討の基本形（イメージ）⇒
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中間持株会社設立のメリット

メリット① 組織の迅速な最適化

メリット② 共通機能の集約

持株会社傘下に事業子会社を置くことで、俯瞰的な視点から最適な管理軸を判断でき、迅速な再配置
が可能

⇒環境に合わせて管理軸を柔軟に変更可能 （個別合併では、１年以上かかる各種統合手続を迅速化）

持株会社にグループ経営、子会社に事業運営という形で、役割を切り離すことで

必要な役員数の削減が可能⇒一定数必要な子会社各社の役員につき、大幅に削減して集約が可能

持株会社に子会社の人事権等を集約することで、

グループ全体で最適なガバナンスを実現

子会社を個々のまま持株傘下に置くことで、従来の制度を維持したままグループ全体管理が可能

⇒会社間の制度の違いを維持したまま、統一ガバナンスの

強化を実現
持株会社

事
業
⼦
会
社

事
業
⼦
会
社

事
業
⼦
会
社

・・・
個別の制度は維持したまま
持株会社がグリップ

訪問によらない営業活動の実現

公平負担の必要性

・NHKが信頼されるのは、独立した判断に基づく報道や番組制作を行っていることによる

・ “知る権利“に奉仕し、NHKの公平・公正さを維持するためにも、公平負担に支えられることが必要

公平負担の徹底のためには
未契約の方や、住所変更したもののご連絡のない方を把握する必要

↓
誰が受信契約の対象か、受信機を設置しているかが把握できない

↓
巡回訪問活動が必要

（多大なコスト、クレーム・トラブルが発生）

「受信設備の設置届出義務」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」の導入

セットでの制度整備により、公平負担の徹底、営業経費の大幅削減、クレーム抑止が可能に
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【参考】公共放送の役割に対する期待に応える①

新型コロナウイルスへの公共メディア・公共放送としての対応

行動指針を策定し、放送やインターネットで公共性の高い情報や番組を提供。視聴者から一定の評価

ＮＨＫの新型コロナウイルス対応に関するネット調査（３月・４月）
 ＮＨＫの対応を評価する人は、４月の調査では約８割に上昇

 「体感 首都直下地震」のプロジェクト

▽災害対策の必要性を、ドラマや情報番組、デジタルサービスを駆使して視聴者にわかりやすく伝えた

世界の優れた放送などを選ぶ国際コンクール
「イタリア賞」の「ウェブ・インタラクティブ部門」
で最優秀賞を受賞

（選考理由）
「自然災害から人々の命を守るためにソーシャル
メディア、テレビ、そして人々の行動パターンと
科学的に裏付けされたシミュレーションを有効に
連携させた」2019年12月1日～8日

公共メディア防災キャンペーン“体感・首都直下地震ウイーク”

【参考】公共放送の役割に対する期待に応える②

受信料の非支払者においても、「正確・迅速な情報提供」や「地域社会への貢献（地元の人たちの暮らしを、
災害や事件・事故から守る報道をすること）」への期待は約７割

非支払者・非視聴者に対しても、公共放送・公共メディアの意義・役割を訴え、ご理解いただく活動を強化
し、信頼と支持を高める。
経営指標（公共放送の役割）に対する期待度

出所）世論調査2020年1月

「期待している」・「どちらかというと期待している」と回答した人の割合

設問：あなたは、以下の各項目について、現在のＮＨＫにどの程度期待しますか。

経営指標

① 公平・公正
意見が対立する問題を取り扱う場合には、双方の意見を伝えるなど、
“公平・公正”な放送の実現をめざすこと

② 正確・迅速な情報提供 正確な情報を迅速に報道すること

③ 多角的論点の提示 3番組などを通じて、国民が互いに議論し合える機会を提供すること

④ 記録・伝承 国民的財産である映像記録を次世代のために蓄積・保管し、継承すること

⑤ 文化の創造・発展 文化の創造や発展に、幅広く貢献すること

⑥ 多様性をふまえた編成 特定のジャンルにかたよらず、全体に調和のとれた放送をすること

⑦ 新規性・創造性 従来の枠にとらわれない新しい番組を創りだすこと

⑧ 世界への情報発信
政治、経済、社会、文化など、さまざまな分野で日本の情報を発信し、
日本への理解を促進すること

⑨-1 地域社会への貢献 さまざまなサービスで地域の活性化に貢献すること

⑨-2 地域社会への貢献 地元の人たちの暮らしを、災害や事件・事故から守る報道をすること

⑩-1 教育・福祉・人にやさしい放送 あらゆる世代に向けて、教育・学習・福祉に関する番組を放送すること

⑩-2 教育・福祉・人にやさしい放送
高齢者や障害者の利便性や理解を高めるための演出や技術を用いた
放送に取り組むこと

⑪-1 インターネットの活用 インターネットを通じて、放送番組の内容の理解に役立つ情報を提供すること

⑪-2 インターネットの活用 インターネットを活用して、放送と同様に、豊かで良い番組や情報を提供すること

⑫ 放送技術の発展 最先端の映像技術など新しい放送技術の開発に取り組むこと

⑬ 受信料制度の理解促進 視聴者に受信料制度を理解していただくために、様々な活動を行うこと

⑭ 受信料の公平負担
海外の公共放送と異なり、罰則などのない日本の制度のなかで、
受信料を公平に負担していただくために、さまざまな取り組みを行うこと

81.5

86.2

83.5

80.7

79.4

74.4

69.9

78.5

73.4

85.4

81.1

77.4

56.9
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59.0

61.2
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45.9
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64.3

61.2

43.9

45.9
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35.7

29.6
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現在の営業活動における課題

契約世帯

4,151万

未契約等
（未契約・テレビ設置

なし等）

1,372万

総世帯数5,523万

６

訪問巡回活動

点検 訪問 面接 設置把握 説明・説得
契約
取次

３．１億件 １.3億件 1,940万件

219
万件

未契約や入居
者の入れ替わ
りを把握する
ための点検を
実施

契約が確認
できない家
屋を訪問

面接できるま
で複数回、再
訪問

受信機設置
の有無を確
認

受信料制度
の意義等に
ついて説明

多大なコストが必要（訪問要員に係る経費305億円）

粘り強く対応することによるクレームやトラブルの発生

年間

※ 本資料内の数値はすべて2019年度 ※１ ＮＨＫ推計値 ※２ 訪問による新規契約・住所変更、地上契約から衛星契約への変更、支払再開取次の合計数

※2

課題

 誰が受信契約の対象か把握できない
 受信機を設置しているかどうか把握できない

※1

世帯支払率

８２％

訪問によらない効率的な営業活動の実現
担保措置を伴う「受信設備の設置届出義務（設置推定・未設置申告）」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」が
セットで制度整備されることではじめて、「訪問によらない営業活動」を実現することができ、未契約者に対する
公平負担の徹底と営業経費の大幅削減、そして訪問をめぐるクレーム等の抑止が可能となる

受
信
設
備
の
設
置

受
信
設
備
の
届
出
義
務

「無
宛
名
」
対
応

未
契
約
者
氏
名
の
照
会

「記
名
」
対
応

お客様各位

届出
なし

届出
なし

届出
なし

※ （現行）ポスティング
契約化率約２％

（現行）不動産登記ＤＭ
契約化率約７％

受
信
設
備
の
設
置
を
推
定

届出
なし

訴
訟

届出
なし

（公平負担の徹底）
受信機の設置届出義務（設置推

定）による契約促進効果

（クレーム抑止）
未設置の方に対しても設置確認

のための訪問活動を繰り返すこ
とによるクレーム・トラブルの抑
止が可能となる

（公平負担の徹底）
氏名の特定による契約促進効果（無記名の３倍以上）

（営業経費の削減）
点検活動（年間3.1億件）が原則不要になる
訪問活動（年間1.3億件）に代えて、郵送によるご案内が可

能となる

（クレーム抑止）
面接するための訪問活動を繰り返すことによるクレーム・

トラブルの抑止が可能となる

セットでの制度整備により、公平負担の徹底、営業経費の大幅削減、クレーム抑止が可能に

〇〇様

※受信設備を未設置の場合は未設置の届出、なお、既契約者はあらためての届出は不要
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「受信設備の設置届出義務*」と「未契約者⽒名等（居住者情報）の照会」の運⽤イメージ

未
契
約
世
帯
等

放
送
等
を
活
用
し
た
周
知

未
契
約
者
氏
名
照
会

郵
送
に
よ
る
案
内
①
（
記
名
）

1,372万

届
出
が
な
い
場
合

ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
①
（
無
宛
名
）

届
出
が
な
い
場
合

ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
②
（
無
宛
名
）

届
出
が
な
い
場
合

郵
送
に
よ
る
案
内
②
（
記
名
）

郵
送
に
よ
る
案
内
③
（
記
名
）

届
出
が
な
い
場
合

届
出
が
な
い
場
合

①未契約世帯等に対し、放送等を活用した周知やポスティング文書により、ＮＨＫから受信設備の設置の有無に
ついて複数回照会（受信設備を未設置の場合は未設置の届出を依頼）

②それでもなお、届出をいただけない場合、当該住所に居住する方の氏名（この資料では「未契約者氏名等」とい
う。なお住所変更したもののご連絡がない方の場合は移転先も）を照会

③氏名が判明した未契約世帯等の方に対し、郵送による設置届出（契約締結）の案内を複数回実施

④それでもなお、届出をいただけない場合、訪問による対応や複数回通知を行ったうえで、最終的に訴訟を提起

郵
送
に
よ
る
通
知
②
（
記
名
）

訪
問
に
よ
る
対
応

届
出
が
な
い
場
合

郵
送
に
よ
る
通
知
③
（
記
名
）

訴
訟
提
起

届
出
が
な
い
場
合

届
出
が
な
い
場
合

郵
送
に
よ
る
通
知
①
（
記
名
）

届
出
が
な
い
場
合

届
出
が
な
い
場
合

（初年度）
900万規模
（２年目以降）
300万規模

＊受信設備を未設置の場合は未設置の届出、
既契約者はあらためての届出は不要

【参考】最⾼裁⼤法廷判決における「契約締結義務」に関する判断

「放送法施行後６０年以上にわたり，原告は，同法に基づき業務を行ってきたが，近時に至るまで，受信契約の締
結に応じない者に対して本件訴訟におけるような強制的な手段に及ぶことはなく，受信設備設置者との間で任
意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受してきた。」（８頁）

「放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには，基本的
には，原告（ＮＨＫ）が，受信設備設置者に対し，同法に定められた原告の目的，業務内容等を説明するなどして，
受信契約の締結に理解が得られるように努め，これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて
運営されていくことが望ましい。」（９頁）

「同法施行後長期間にわたり，原告（ＮＨＫ）は，受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受し
てきたところ，それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したものであることは明らかである。同
法は，任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであ
るから，任意に受信契約を締結しない者との間においても，受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要
というべきである。」（１１頁）

「受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは，前記のとおり，原告（ＮＨＫ）が，基本的には，
受信設備設置者の理解を得て，その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿う
ものであり，現に，放送法施行後長期間にわたり，原告が，任意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受
することによって存立し，同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも，相当な方法であるといえ
る。」（14～１５頁）

最高裁大法廷判決（平成２9年１2月6日）抜粋

※（ ）はＮＨＫが補記
※文中のページ数は次のＵＲＬ「https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281」による

 最高裁大法廷判決では、放送それ自体に健全な民主主義の発達に寄与する役割・意義を認め、受信料制度は自主
自律が求められる公共放送事業者の財源面でのあらわれであることを指摘した。

 そのうえで、従来からの実務を事実認定の箇所で摘示しつつ、契約構成によることが妥当であると判示し、契約の
成立には承諾の意思表示が必要であると判断した。
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【参考】平成１８〜１９年「⽀払い義務化」の検討について
 平成１８年６月の「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」を受け、政府において、「受信設備の設置日等の

通知義務化」を含む「支払い義務化」が検討されたが、最終的に放送法改正案には盛り込まれなかった

 この「支払い義務化」の導入による効果として、当時７０％程度だった支払率が８５％程度まで向上することが
期待されていた。（平成19年2月22日衆議院総務委員会・菅総務大臣）

 その後、ＮＨＫにおいて受信料に関する法的手続きを開始したことや、最高裁大法廷判決等により、「受信設備
を設置した場合、受信契約を締結し、受信料を支払わなければならない」ことに対する視聴者の理解は進み、
支払率は令和元年度末で８３％まで向上している

「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」抜粋
（平成１８年６月２０日）

ＮＨＫ内部の改革を進めた上で、受信料引き下げ
のあり方、受信料支払いの義務及び外部情報の活
用についての検討を早急に行い、必要な措置を取
る。その後、更に必要があれば、罰則化も検討す
る。

ＮＨＫ報道資料「受信料「支払い義務化」の見送りについて」
抜粋（平成１9年3月23日）

〇「支払い義務化」は、視聴者に支払いの根拠をわ
かりやすくし、公平負担の徹底にも繋がるもの
とかんがえています。

〇なお、受信料の「支払い義務化」が見送られて
も、支払い義務自体は、既に、契約義務を定めた
放送法とそれに基づく放送受信規約で定められ
ており、ＮＨＫとしては、これまで以上に、視聴者
の理解を求める努力を重ねてまいる考えです。

放送法改正案には盛り込まれず

72%

69%69%70%70%70%
71%

71%

73%

74%

76%

78%

79%

80%

82%
83%

受信料支払率の推移

最高裁
大法廷判決

未払い者への
支払督促開始

未契約者への
民事訴訟開始

「支払い義務化」
の検討

受信料の還元について

現状、事業収支差金は、全額を翌年度以降の財政安定のための財源として繰越している（例︓2019年度）
区 分 予 算 額 決 算 額

事 業 収 入 ７，２４７ ７，３８４

うち受信料 ７，０３２ ７，１１５

事 業 支 出 ７，２７７ ７，１６３

事 業 収 支 差 金 △ ３０ ２２０ 財政安定のための繰越金へ

事業収支差金には、財政の安定のために繰り越しているものと、効率化等の経営努力による剰余金と
して、“還元可能原資”にあてられるもの等が混在している（以下、イメージ図）

事業収支差金

⇒【課題】経営効率化による剰余金を、確実に視聴者・国民に還元する仕組みの明確化

効率化により生まれる剰余金（還元可能原資）

再投資・大災害時などの事業維持等に使うべきもの

経営効率化による剰余金を積み立て、“受信料の値下げの原資”を明確化したい

⇒受信料還元に関する科目を設定して頂きたい

～より透明性を高めるために、このような仕組みで収支を考えてはどうか～
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「三位⼀体改⾰」の実現に向けて

構造改革と制度改正を通じた施策は、パッケージとして
実行することで、最大の成果が得られる

 「三位一体改革」に向けてスピードアップして取り組むため
必要な制度改正をお願いしたい
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公共放送の在り方に関する検討分科会（第11回） ご説明資料

2020年１１月９日

日本放送協会

持株会社設立のねらい

〇受信料の減収局面が進み、事業規模が縮小していく中で、各団体の
ヒト・カネをグリップし、迅速にグループフォーメーションを見直し、
組織のスリム化を進める。

〇業務の重複を排除し、グループ全体で業務の効率的な体制を構築
する。

〇今まで実施していた合併等の手法は、時間やコストがかかるという
課題があった。
持株会社を活用することでこれらの課題を克服し、迅速にグループ
改革を進める｡

72



持株会社による運営① －迅速なグループ再編ー

〇より迅速なグループ再編の実現

・ＮＨＫから持株会社･孫会社まで100%－100％の完全親子関係を構築
することで、多層化による弊害をなくし少数株主への配慮も不要となり
迅速かつ強力なグリップ力をもって業務運営を進めることができる。

・各関連団体の処遇等の労働条件や関連団体各社固有の制度を維持
したまま、関連団体間の業務移行や人材の流動化などの再編を迅速
に実行することができる。

NHK

持株会社

Ａ社 B社 C社 E社 F社･･････

100%

100%

･･Ｄ社

持株会社による運営② －業務効率化とコスト削減ー

〇共通機能の集約等により、業務の効率化・コスト削減を実現

・傘下の関連団体が持つ経営企画や人事・総務などの管理機能を持株
会社に集約させ、業務の効率化を図ることができる。

・役員数や従業員数の段階的な削減を進め、コスト削減を実行すること
ができる。

【効率化例（数社を傘下に置くことを想定）】

〇役員数
７９名⇒ ３９名（▲４０人：約５割削減） 役員報酬

〇従業員数(管理) 
１８１名⇒１２６名（▲５５人：約３割削減） 給与

人件費削減額 約８億円/年
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中間持株会社傘下とする団体選定の考え方

〇中間持株会社傘下の団体は、設立当初は数社とし、以下の基準で選定する。

①NHK業務の根幹であるコンテンツ制作関連

②NHK取引が多く管理の必要性が高い

③中間持株会社の設立を最小コストで実施するため、グループの株式保有割合が

高いところを優先的に選定

NHK業務の根幹であるコンテンツ(番組･イベント等)制作に関わる
関連団体を優先的に持株会社の傘下とする

（人的資源の流動性確保、資源の最適配分の実施による生産性の向上）

持株会社の傘下に置く関連団体の考え方

事業の性質

NHK業務を支える委託業務が多い関連団体は、優先的に持株会社の傘下
とする

（生産性の向上、シェアードなど効率性向上）

NHK取引優先順位

※放送法上、NHKが株式を保有することが求められている団体など、制約があるものは持株会社の対象外とする

持株保有割合
株式持株割合が高い団体は、低コストで迅速に対応できることから
優先的に持株会社の傘下とする

中間持株会社の設立を含めた改革の全体像について①

 制度改正の要望、特に「受信設備の設置届出制度」と「未契約者氏名等（居住者情報）の照会」の導入に
ついては、公益にかなう理由として、以下を考えている

 ＮＨＫが信頼されるのは、独立した判断に基づく報道や番組制作を行っていることによる

 受信料と、その公平負担によって支えられているからこそ、放送の二元体制の一翼であるNHKの公平
・公正さを維持でき、“知る権利”に奉仕できる
（最高裁大法廷判決は、ＮＨＫの存立の意義及び事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨が、国民の知る権利
を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろ
うとするものであることを指摘）

2019年度 2020年度

計画 ４７万件 ４１万件

実績 ２３．４万件 △62.1万件

達成率 49.8％ △151.4％

支払数増加（9月末）

 オートロックマンションの増加等の住環境の変化やセキュリティ・防犯意識の高まり等により、視聴者・
国民の方々が訪問を好まない傾向が強くなり、対面での訪問活動が困難な状況へと変化

 現在のコロナ禍においては、対面での訪問活動がますます受容されない環境へと変化

 受信料の契約・収納活動を取り巻く環境は、大変厳しいものとなっている

補足
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中間持株会社の設立を含めた改革の全体像について②

 厳しい環境に加え、当分科会、諸課題検討会で提起された「三位一体改革」に対応するため、コスト
構造の改革を推進し、スリムで強靭な「新しいＮＨＫ」へと変わる

 既存業務を抜本的に見直し、500億円規模の経費の削減を行う

 放送波の整理・削減等を進め、経営資源を質の高いコンテンツの制作に集中させる構造改革を徹底

 構造改革は、制度改正等を通じた施策をパッケージで実行し、スピードアップして取り組みたい

構造改革の断行

ＮＨＫ本体とグループの一体改革

訪問によらない営業活動の実現

放送波の整理・削減

制度改正の要望

・中間持株会社の設立

・受信設備の設置届出制度
・未契約者氏名等（居住者情報）の照会

・受信料還元に関する科目の設置

補足
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（２）一般社団法人日本民間放送連盟
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（３）一般社団法人日本新聞協会
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２０２０年１１月９日 

公共放送と受信料制度の在り方に関する 

日本新聞協会メディア開発委員会の意見 

＜基本的な考え方＞ 

当委員会はかねて、NHK 改革の大前提は子会社等を含めたグループ全体を対象に「業

務・受信料・ガバナンス」の三位一体改革を不可分で進めることであると指摘してきた。

しかしながら、NHK は未だ改革の道筋を明らかにしておらず、公共放送として担うべき

役割について視聴者・国民の理解が十分得られているとは言えない。NHK が提案する「受

信設備の設置届け出義務」や「未契約者氏名等（居住者情報）の照会制度」は提案自体に

問題があるうえ、導入を議論できる環境にはない。受信料制度の在り方は、公共放送が担

うべき業務範囲の明確化とセットで議論されるべきであり、NHK は公共放送として担う

業務範囲を自ら抑制的に規定することを最優先するべきだ。それによって初めて視聴者・

国民に転嫁する受信料水準を算出することが可能になり、結果として値下げ等の形で視聴

者・国民への還元が可能になる。NHK が今後も自主自律のもと、公共放送としての役割を

担っていくためには、まずは自身の改革によって視聴者・国民の理解を得ることが求めら

れる。

以下、具体的な論点について述べる。

＜受信設備の設置届け出義務と未契約者氏名等照会制度の導入について＞

基本的な考え方で述べた通り、NHK 改革の大前提は業務範囲の明確化である。かつ、標

記制度の導入には多くの懸念がある。うち、問題点を 2 点指摘する。 
一つは、NHK の提案が未契約者に届け出義務を課すとした点だ。貴分科会で構成員か

ら指摘があった通り、契約締結義務が生じていない未設置者に届け出を義務付けることは、

私法上の権原がないところに義務が発生することになり法的に問題があるのではないか。

もう一つは、届け出義務の導入によって受信機の購入が控えられ、「テレビ離れ」を加速さ

せかねないという懸念があることだ。NHK の受信料公平負担を追求した結果、わが国の

放送文化そのものが棄損されるとすれば、本末転倒だと言わざるを得ない。

＜中間持ち株会社の設置について＞

グループ改革の姿勢は評価するが、前提として子会社を含む NHK の業務範囲を明確化

することを求めたい。非営利の特殊法人である NHK の子会社・関連団体は、受信料を原

資として制作された NHK のコンテンツを使って事業を行っていることに鑑みれば、その

役割は NHK のコストセンターであるべきで、かつその業務範囲は NHK 本体業務の枠か

ら逸脱しない範囲にとどまるべきである。公共放送の子会社・関連団体が行う業務として

適切か否かを精査し、業務の改廃を進めることがゴールであり、組織改革はこれを達成す

86



るための有効な手段でなければならない。

 この視点から中間持ち株会社設置にはいくつか懸念がある。設置に伴い現在の子会社・

関連会社等の株式取得を進めるとすれば、所要の費用を回収できるコスト削減効果が不可

欠だが、いずれの金額も明示されていない。また、設置により役職員がどの程度削減でき、

どの程度コスト削減できるのかも明らかではない。設置により組織が多層化し、ぶら下が

る子会社の情報開示が不透明になったり、屋上屋を重ねることによって無駄が出たりする

弊害も考えられる。現行の体制でも合理化等は可能だと考えるが、中間持ち株会社を設置

するのであれば、こうした懸念を払拭する仕組みを明示するよう求める。

以 上
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（４）一般社団法人衛星放送協会
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（５）一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
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